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認可・確認制度と利用定員について

〇 子ども・子育て支援制度では、保育の必要性の認定（保育給付認定）を

受けたお子さんが、保育施設（保育所・認定こども園）や地域型保育事業所

（家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）を利用した場合、

その経費に対し給付費・委託費が支給されています。

〇 認可を受けた教育・保育施設や地域型保育事業所に対して、給付の実施主体で

ある市が給付の対象となることを確認したうえで利用定員を設定し、給付費・委

託費を支払う仕組みです。

〇 認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業所の児童の受け入れ人数や給付

単価は、認可定員ではなく、利用定員を基に運用されます。
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保育施設・地域型保育事業が給付の対象となるまで

●認可

施設が認可基準（施設の大きさ、給食設備、保育士等の配置、防火管理、衛生管

理等）を満たしていると認められること。

●確認

認可を受けた施設が給付の対象となることを確定する手続き。

給付の対象
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・保育所等の設置に係る申請に対し、法律や条例に規定されている設備や運営に

関する基準等を満たす施設又は事業であるか審査し、その設置又は事業実施を認

めることを認可といいます。認可された施設・事業であることが市から給付費・

委託費を受けて運営するための必須条件となります。

認可方針

・原則として、認可申請の内容が認可基準に適合している場合は認可するものと

します。

・ただし、保育の供給が需要を上回っている場合や市の子育て応援プランの達成に

支障を生ずるおそれがあると認めるときは認可しない場合があります。

認可について

認可
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認可定員とは

・施設が定員に対して認可基準を満たしていると認められた定員で、施設の最大受

入能力の意味合いが強い。

・認可を受けるときに設定し、入園実数と乖離している場合がある。

・認可を受けるすべての施設で認可定員を設定する。

利用定員とは

・確認の手続きの際に設定するもので、給付費の算定基礎となる単価に影響する。

（利用定員が多くなると、一人あたりの単価が下がっていく。）

・実態の園児数（見込み含む）に合わせて設定する必要がある。

認可定員≧利用定員

認可定員と利用定員について
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確認と利用定員

・保育所等の運営に係る経費を市が給付するための運営基準を満たしているか

審査し、給付による財政支援の対象と認めることを確認といいます。確認の際は

利用定員の設定も併せて行います。利用定員は給付費を算定する基礎となるも

のであり、認可定員の範囲内で設定する定員です。（認可定員とは、当該施設で

保育できる児童数の上限として認められた定員です。）

利用定員の設定方針

・利用定員を認可定員と一致させることを原則とします。

・ただし、利用者が認可定員を下回ることが見込まれる場合などは、当該施設の

今後の利用者数の見込みや事業者の意向等を考慮し、設定します。

確認と利用定員について
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子ども・子育て支援
制度上の区分

認可主体 確認主体
市内施設

（R7.4.1時点）

認定こども園

県

市
（利用定員の設定の際に、
子ども子育て支援会議にて

意見聴取）

2

幼稚園 １

保育所 １5

居宅訪問型保育事業

市
（認可をしようとする際に、
子ども子育て支援会議にて

意見聴取）

市
（利用定員の設定の際に、
子ども子育て支援会議にて

意見聴取）

－

家庭的保育事業 １

小規模保育事業 5

事業所内保育事業 １

子ども・子育て支援制度における施設・事業ごとの認可・確認主体
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■子ども・子育て支援法 第４３条第２項
市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育

を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、あ
らかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置してい
る場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者そ
の他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

利用定員の設定に係る意見聴取の根拠

■袖ケ浦市子ども・子育て支援会議条例 第2条
子育て支援会議は次に掲げる事務を処理するものとする。
（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べ

ること
（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べ

ること
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